
実質株主確認制度整備に向けた実務者検討会 

中間報告書（2025 年度） 

2026 年３月 19 日 

実質株主確認制度整備に向けた実務者検討会 

（事務局：一般社団法人全国銀行協会） 

参考人提供資料

亮 相澤
長方形



1 

 

実質株主確認制度整備に向けた実務者検討会 メンバー・オブザーバー 

                         2026 年３月５日時点 

 

投資家 企業年金連合会 

一般社団法人国際銀行協会 

一般社団法人生命保険協会 

一般社団法人投資信託協会 

一般社団法人日本投資顧問業協会 

仲介機関 一般社団法人国際銀行協会 

一般社団法人信託協会 

一般社団法人全国銀行協会 

日本証券業協会 

発行会社 全国株懇連合会 

一般社団法人日本経済団体連合会 

振替機関 株式会社証券保管振替機構 

オブザーバー 金融庁 

経済産業省 

法務省 

事務局 一般社団法人全国銀行協会 

 

※各区分内で五十音順 

※国際銀行協会は投資家・仲介機関がともに加盟 



2 

 

目次 

はじめに（2025 年度の検討状況報告に当たって） .................................. 3 

１．実質株主確認制度に係る議論の経緯 ........................................... 4 

２．2025 年度における実務者検討会の開催状況（概要） ............................ 5 

(1) 第１回実務者検討会 ..................................................... 6 

(2) 第２回実務者検討会 ..................................................... 8 

(3) 第３回実務者検討会 ..................................................... 9 

(4) 第４回実務者検討会 .................................................... 15 

おわりに 16 

Appendix 17 

 

 

  



3 

 

はじめに（2025 年度の検討状況報告に当たって） 

企業と株主・投資家による建設的な対話を促進する観点から、企業が実質株主を効率的

に把握できるようにするため、法制審議会において「実質株主確認制度」の創設・法制化

に向けた議論が行われている。 

その制度趣旨の達成を目指すうえでは、制度が全体として円滑に機能するよう、法制度

の設計に係る議論と並行し、実務運用や運用スキームについても議論・検討を進めていく

ことが望ましい。 

こうした観点のもと、「実質株主確認制度」の整備に向け、フィージブルな実務運用や

運用スキームの確立に資するよう、発行会社から投資家まで広く存在する実務関係者が一

堂に会し、解決すべき課題や具体的対応等を検討することを目的として、2025 年３月、当

協会は「実質株主確認制度整備に向けた実務者検討会」（以下「実務者検討会」とい

う。）を設置した。 

2025 年度は、2025 年６月から 2026 年３月にかけて実務者検討会を４回開催した。当

該期間中、法制審議会会社法制（株式・株主総会等関係）部会（以下「会社法制部会」と

いう。）において、「実質株主確認制度」の制度趣旨や制度の基本的枠組みに関する議論

も並行して行われた。2025 年度の実務者検討会においては、会社法制部会における議論の

状況も踏まえ、具体的な実務フローについての取りまとめ・意見集約等は行わず、同部会

における「株式会社から実質株主を確認する制度」の基本的枠組みに関する議論に当たっ

て参考としていただける情報を提供するべく実務者の立場からの意見等を取りまとめる等

の活動を行った。 

本報告書は、こうした 2025 年度の実務者検討会における議論および活動等の概要を中

間的に整理したものであり、実務運用や運用スキーム等を含め、いかなる意味・範囲にお

いても実務者検討会における議論の結論をまとめたものではない。 

実務者検討会の設置および 2025 年度における運営・議論等においては、ご参加・ご協

力いただいたメンバー・オブザーバー各位ならびに実務者検討会におけるヒアリングにご

協力いただいたゲスト参加者各位をはじめとする関係の皆さまに多大なるご協力をいただ

いた。厚く御礼申しあげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

１．実質株主確認制度に係る議論の経緯 

企業と株主・投資家による建設的な対話を促進する観点から、企業が実質株主を効率的

に把握できるようにするため、法制審議会において「実質株主確認制度」の創設・法制化

に向けた議論が行われている1。その議論は継続中であるが、本報告書の今後の記載の参考

とするため、会社法制部会における実質株主確認制度についての議論の一部を紹介する。 

会社法制部会においては、実質株主確認制度として、「株式会社から実質株主を確認す

る制度」および「株主側から株式会社に対する通知を義務付ける制度」の２つの制度の創

設について検討・議論が行われている2。 

「株式会社から実質株主を確認する制度」の基本的な枠組みは「ＥＵ第二次株主権利指

令を参考に、株式会社から名義株主である仲介機関に対して情報の提供を請求できること

 

1 企業と株主・投資家の対話を促進する観点からの実質株主の透明性確保に向けて、「法

制度」のみならず「機関投資家の行動原則」についても議論等がなされてきたところであ

り、その経緯等（2026 年２月末時点）については、次の資料等に記載されている。 

➢ 金融審議会 公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ報告

（https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20231225/01.pdf） 

➢ 「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクション・プログラム 2024

（『スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォロ

ーアップ会議』意見書（７））」（https://www.fsa.go.jp/singi/follow-

up/statements_7.pdf） 

➢ 「『責任ある機関投資家』の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫～投

資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために～」（2025 年 6 月 26 日）

（https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250626/01.pdf） 

➢ 「スチュワードシップ・コードの第三次改訂に当たって」

（https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250626/03.pdf） 
2 実質株主確認制度について議論が行われた会社法制部会は次のとおり（2026 年２月末時

点）。 

➢ 会社法制部会第１回会議（令和７年４月２３日開催）

（https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00287.html） 

➢ 会社法制部会第３回会議（令和７年６月２５日開催）

（https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00294.html） 

➢ 会社法制部会第４回会議（令和７年７月３０日開催）

（https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00300.html） 

➢ 会社法制部会第７回会議（令和７年１０月２９日開催）

（https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00309.html） 

➢ 会社法制部会第１０回会議（令和８年１月２８日開催）

（https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00325.html） 

➢ 会社法制部会第１１回会議（令和８年２月２５日開催）

（https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00330.html） 

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20231225/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/statements_7.pdf
https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/statements_7.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250626/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20250626/03.pdf
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00287.html
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00294.html
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00300.html
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00309.html
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00325.html
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00330.html
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とした上で、当該仲介機関の背後に更に仲介機関がある場合には、最終の仲介機関に至る

まで当該請求を順次転送しつつ、これらの各仲介機関が、自身が保有する情報を株式会社

に対して提供することにより、実質株主を確認する仕組み」3とされている。 

 

２．2025 年度における実務者検討会の開催状況（概要） 

2025 年６月～2026 年３月にかけて、実務者検討会を合計４回開催した。 

2025 年度においては、会社法制部会において、実質株主確認制度の制度趣旨や制度の基

本的枠組みに関する議論も並行して行われていたことを踏まえ、同部会における「株式会

社から実質株主を確認する制度」の基本的枠組みに関する議論に当たって参考としていた

だける情報を提供するべく実務者の立場からの意見等を取りまとめる等の活動を行った。 

 

 実務者検討会 会社法制部会（注） 

6 月 

（11 日）【第１回】制度へのニー

ズ、懸念、論点についてメンバー間で

認識共有 

（25 日）実質株主確認制度について

議論 

⇒実務者検討会第１回会合で共有され

た法制度に係る主な論点を参考資料

として配付 

8 月 
（6 日）【第２回】今後の議論の進め

方について認識共有 
 

10 月  （29 日）実質株主確認制度について

議論 

12 月 

（11 日）【第３回】「株式会社から

実質株主を確認する制度」に関する実

務的な論点について検討 

 

１月  

（28 日）実質株主確認制度について

議論 

⇒実務者検討会第３回会合における

「株式会社から実質株主を確認する

制度」に関する実務的な論点へのメ

 

3 会社法制部会第１０回会議（令和８年１月２８日開催）の部会資料１０

（https://www.moj.go.jp/content/001455352.pdf）の１頁の 17～25 行。 

https://www.moj.go.jp/content/001455352.pdf
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 実務者検討会 会社法制部会（注） 

ンバー等の意見等のポイントを参考

資料として配付 

２月  
（25 日）中間試案たたき台について

議論 

３月 

（５日）【第４回】欧州の実質株主確

認のためのサービスの実務運用の状況

をヒアリング 

 

（注）会社法制部会の状況は 2026 年２月末までのもの。 

 

 

(1) 第１回実務者検討会 

2025 年６月 11 日に第１回実務者検討会を開催した。 

主な議題は次のとおり。 

主な議題 概要 

実質株主確認制度の創

設に向けた議論の状況 

・法務省から、会社法制部会で実質株主確認制度の創設に向

けた調査審議が始まること、および 2025 年２月に公表され

た公益社団法人商事法務研究会「会社法制研究会報告書」

に沿って同研究会の議論の概要を説明。同研究会において

は、実質株主確認制度の制度趣旨、制度設計、（義務違反

に対する）制裁に議論が集中したこと等を説明。 

メンバー団体からのプ

レゼンテーション 

・発行会社、仲介機関、投資家のメンバーから、それぞれの

立場での制度へのニーズ、課題、論点についてプレゼンを

行い、メンバー間で認識を共有。 

 

実務者検討会第１回会合で提示された法制度に係る主な論点については、資料に取りま

とめて法務省へ提出した。 

これを受けて、2025 年６月 25 日に開催された会社法制部会第３回会議において、

「『実質株主確認制度に向けた実務者検討会』第１回会合で共有された法制度に係る主な

論点」が資料配付された4。 

 その内容は次のとおり。 

 

4 会社法制部会第３回会議（令和７年６月２５日開催）の参考資料５

（https://www.moj.go.jp/content/001441870.pdf） 

https://www.moj.go.jp/content/001441870.pdf
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（１頁目は実務者検討会の概要等を記載しているため省略） 
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(2) 第２回実務者検討会 

2025 年８月６日に第２回実務者検討会を開催した。 

主な議題は次のとおり。 

主な議題 概要 

実質株主確認制度の創

設に向けた議論の状況 

・法務省から、2025 年６月 25 日に開催された会社法制部会

第３回会議および７月 30 日に開催された会社法制部会第４

回会議における実質株主確認制度に係る議論の状況を説

明。実質株主確認制度の創設に向けた議論については、そ

の制度趣旨をどのように考えるかといった大元のところか

ら意見が分かれている状況にあり、未だ一つの方向性に収

れんされているとはいい難い状況にあること等を説明。 

事務局説明 ・実務者検討会事務局から、実質株主確認制度に関する議論

および実務者検討会の状況を説明したうえで、今後の進め

方について説明。実務者検討会には、さまざまな立場のメ

ンバー・オブザーバーが参加しており、実務フローやスキ

ームの検討を進めるに当たっては、会社法制部会における

制度趣旨についての議論を踏まえる必要があるとして、当
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主な議題 概要 

面は会社法制部会において制度趣旨に関する検討が継続的

に行われることから、その議論の結果を待って、実務者検

討会における実務フローの検討を進めていくこととしたい

旨等を説明。 

 

(3) 第３回実務者検討会 

2025 年 12 月 11 日に第３回実務者検討会を開催した。 

主な議題は次のとおり。 

主な議題 概要 

実質株主確認制度に係

る検討状況 

・実務者検討会事務局から第１回実務者検討会以降の検討状

況を説明。 

実質株主確認制度の創

設に向けた議論の状況 

・法務省から、2025 年 10 月 29 日に開催された会社法制部会

第７回会議における実質株主確認制度に係る議論の状況を

説明。会社法制部会において、(1)株式会社から実質株主を

確認する制度、(2)実質株主から株式会社に対する通知を義

務付ける制度、を別の制度として設ける方針について議論

されたこと、（上記(1)の株式会社から実質株主を確認する

制度に関し、）制度趣旨や制度の実効性を確保するための

規律にはさまざまな意見があった一方、ＥＵ第二次株主権

利指令を参考とした実質株主を把握する仕組み（注）自体

については、賛同する意見が大勢であったと受けとめてい

ること等を説明。 

（注）まずは株式会社から名義株主である仲介機関に対して

情報の提供を請求できるとしたうえで、名義株主の背後

に更に仲介機関がある場合には、最終の仲介機関に至る

まで請求を順次転送しつつ、これらの各仲介機関が、自

身が保有する情報を株式会社に対して提供することによ

り、実質株主を確認する仕組み 

「株式会社から実質株

主を確認する制度」に

関する実務的な論点  

（検討依頼） 

・法務省から、株式会社から実質株主を確認する制度におけ

る実質株主を確認する仕組みについては、実務の観点から

実現可能な範囲について実務家の意見を聴取、その意見を

会社法制部会にも共有したうえで検討を進めることが肝

要、として次の①～⑥について検討依頼。 

① 「仲介機関」の定義 

② 「指図権者」の定義 

③ 実質株主に関する情報の範囲 
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主な議題 概要 

④ 回答期間（直近仲介機関への通知期間及び会社への 

   情報提供期間） 

⑤ 確認の基準時の要否 

⑥ 確認の基準時の期間制限の要否 

検討依頼事項への意見

等 

・投資家、仲介機関、発行会社の各メンバーから、「実務的

な論点」（上記①～⑥）に対し、それぞれの立場での意見

等を説明。 

 

実務者検討会第３回会合で提示された株式会社から実質株主を確認する制度に関する

「実務的な論点」への意見等については、メンバーの立場別（「投資家」、「仲介機関」

および「発行会社」）に資料に取りまとめて法務省へ提出した。 

これを受けて、2026 年１月 28 日に開催された会社法制部会第 10 回会議において、

「『実質株主確認制度整備に向けた実務者検討会』第３回会合におけるメンバー等の意見

等のポイント」が資料配付された5。 

その内容は次のとおり。 

 

 

5 会社法制部会第１０回会議（令和８年１月２８日開催）の参考資料２４

（https://www.moj.go.jp/content/001455353.pdf） 

https://www.moj.go.jp/content/001455353.pdf
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（１～４頁目は実務者検討会の概要や「実務的な論点」の内容等を記載しているため省

略） 
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(4) 第４回実務者検討会 

2026 年３月５日に第４回実務者検討会を開催した。 

主な議題は次のとおり。 

主な議題 概要 

実質株主確認制度の創

設に向けた議論の状況 

・法務省から、2026 年１月 28 日に開催された会社法制部会

第 10 回会議および同年２月 25 日に開催された同第 11 回会

議における実質株主確認制度に係る議論の状況を説明。同

第 10 回会議に関しては、中間試案の取りまとめに向けて特

に検討が必要と思われる項目（例えば、株式会社から実質

株主を確認する制度については、制度の趣旨と制度の実効

性を確保するための規律など）に絞って議論したこと等を

説明。同第 11 回会議に関しては、中間試案のたたき台につ

いて審議が行われたこと、および同第７回会議で提示した

制度の基本的な枠組みからの変更点（制度の実効性を確保

するための規律に関する注記の追加など）等を説明。 

欧州の実質株主確認の

ためのサービスの実務

運用の状況（ヒアリン

グ） 

・欧州において、ＥＵ第二次株主権利指令に対応したサービ

スを提供している企業（注１）をゲスト参加者として招き

ヒアリングを実施（注２）。 

（注１）株式会社 ICJ および Proxymity Ltd.。株式会社 ICJ は

株式会社東京証券取引所および Broadridge Financial 

Solutions, Inc.の合弁企業であり、Broadridge Financial 

Solutions, Inc.が欧州で提供しているサービスについて

説明。株式会社 ICJ の説明資料は Appendix の【参考資

料】のとおり。 

（注２）会社法制部会資料6を踏まえ、実務者検討会メンバー

においてＥＵ第二次株主権利指令に関する実務運用の

知見を得ることが有益との観点から実施。 

中間報告の取りまとめ ・実務者検討会の 2025 年度における検討状況（開催実績等）

をまとめた中間報告案を示し、取りまとめ後、実務者検討

会事務局から公表したいと考えている旨を説明。 

 

 

6 前掲脚注３参照。 
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おわりに 

2025 年度は、会社法制部会における制度趣旨等に関する検討と並行し、実務者検討会に

おいても実務運用や運用スキームに係る関係者のニーズ・課題等について整理を進めてき

たところである。今後、会社法制（株式・株主総会等関係）の見直しに関する中間試案の

内容等も踏まえて、引き続きフィージブルな実務運用等の確立に資するべく検討を進めて

参りたい。 

以  上 
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Appendix 

 

【参考資料】第４回実務者検討会（2026 年３月５日）におけるゲスト参加者のうち株式会

社 ICJ の説明資料 
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